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海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
二
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
を
図
る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針

の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
そ
の
他
の
法
人
に
海
外
社
会
資

本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
円
滑
な
参
入
に
資
す
る
調
査
そ
の
他
の
業
務
を
行
わ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
成
長
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
外
社
会
資
本
事
業
」
と
は
、
鉄
道
施
設
、
水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
、
都
市
に

お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
及
び
都
市
機
能
の
増
進
に
寄
与
す
る
住
宅
そ
の
他
の
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
、
下

水
道
、
空
港
、
道
路
、
港
湾
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
の
整
備
、
運
営
又
は
維
持
管
理
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ

て
、
海
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
こ
と
と
す
る
。

二

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
機
構
等
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
、
独
立
行
政
法
人
水
資

源
機
構
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
、
日
本
下
水
道
事
業
団
、
成
田
国
際
空
港
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株
式
会
社
、
高
速
道
路
株
式
会
社
、
国
際
戦
略
港
湾
運
営
会
社
及
び
中
部
国
際
空
港
株
式
会
社
を
い
う
こ
と
と
す
る
。

三

国
土
交
通
大
臣
は
、
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四

機
構
等
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
、
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の

参
入
の
促
進
に
資
す
る
調
査
、
設
計
、
運
営
な
ど
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

五

国
土
交
通
大
臣
は
、
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入
の
促
進
を
図
る
た
め
、
機
構
等
及
び
我
が
国
事
業

者
に
対
し
、
必
要
な
情
報
及
び
資
料
の
提
供
又
は
指
導
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

六

国
土
交
通
大
臣
、
機
構
等
及
び
我
が
国
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
海
外
社
会
資
本
事
業
へ
の
我
が
国
事
業
者
の
参
入

の
促
進
及
び
海
外
社
会
資
本
事
業
の
実
施
に
関
し
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
。

七

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

八

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


